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税務訴訟資料 第２６６号－１０５（順号１２８８３） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 納税告知取消請求事件 

国側当事者・国（渋谷税務署長） 

平成２８年７月１９日棄却・控訴 

判 決 

原告 破産者合同会社Ａ 

破産管財人 甲 

同訴訟代理人弁護士 佐藤 歳二 

江藤 真理子 

飯塚 陽 

吉井 久美子 

被告 国 

同代表者法務大臣 岩城 光英 

処分行政庁 渋谷税務署長 

三塚 一彥 

同指定代理人 前田 佳行 

酒井 武 

早川 治 

矢田 公一 

植山 昌文 

吉田 智晶 

主 文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 

１（１）渋谷税務署長が合同会社Ａに対し平成２６年１０月１日付けでした納税の告知（渋源特

第●●号）を取り消す。 

（２）被告は、原告に対し、１億１２４１万円及びこれに対する平成２６年１０月４日から支

払済みまで年７．３％の割合又は租税特別措置法９３条２項に規定する特例基準割合のい

ずれか低い割合を乗じて計算した金員（ただし、所得の種類かつ年月分ごとに計算し、そ

の金額に１００円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てたもの）を支払え。 

２（１）渋谷税務署長が合同会社Ａに対し平成２６年１０月１日付けでした納税の告知（渋源特

第●●号）のうち、匿名組合利益の分配金に対する源泉所得税合計２３２７万円及びこれ

に対する不納付加算税合計２３２万７０００円を取り消す。 

（２）原告と被告との間において、渋谷税務署長が合同会社Ａに対し平成２６年１０月１日付
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けでした納税の告知（渋源特第●●号）記載の租税債務のうち、匿名組合利益の分配金に

対する源泉所得税支払債務金２３２７万円及びこれに対する不納付加算税支払債務金２３

２万７０００円について、それぞれ支払義務が存在しないことを確認する。 

第２ 事案の概要 

１ 事案の要旨 

 本件は、破産者合同会社Ａ（以下「破産会社」という。）が、同社を営業者として匿名組合員

との間で締結した匿名組合契約において、匿名組合員に対して利益の分配として支払った金員

につき、所轄税務署長から源泉徴収に係る所得税（以下「源泉所得税」という。）の納税の告知

及び不納付加算税の賦課決定を受けたことに関し、破産会社の破産管財人である原告が、被告

に対し、上記各支払は出資の払戻しであって「匿名組合契約に基づく利益の分配」に該当せず、

源泉所得税の納付義務を負わないと主張して、上記告知処分等（①平成２６年１０月１日付け

納税の告知（渋源特第●●号）、②同日付け納税の告知及び不納付加算税の賦課決定（渋源特第

●●号）のうち匿名組合契約の利益の分配金に対する部分）の各取消しを求める（①につき請

求１（１）、②につき請求２（１））とともに、納付済みである上記①の源泉所得税１億１２４

１万円につき、国税通則法５６条１項に基づく還付及びこれに対する同法５８条に基づく還付

加算金の支払（請求１（２））を求め、上記②の源泉所得税２３２７万円及び不納付加算税２３

２万７０００円につき、その納税義務が存在しないことの確認（請求２（２））を求める事案で

ある。 

２ 関係法令等の定め 

（１）匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収について 

ア 居住者に対し国内において匿名組合契約（これに準ずる契約として政令で定めるものを

含む。）に基づく利益の分配（以下「匿名組合契約に基づく利益の分配」という。）につき

支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日

の属する月の翌月１０日までに、これを国に納付しなければならず（所得税法（平成２６

年法律第１０号による改正前のもの。以下同じ。）２１０条）、これにより徴収すべき所得

税の額は、上記の利益の分配の額に１００分の２０の税率を乗じて計算した金額である（同

法２１１条）。 

イ 外国法人に対し国内において同法１６１条１２号に掲げる国内源泉所得の支払をする者

は、その支払の際、当該国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月

の翌月１０日までに、これを国に納付しなければならず（同法２１２条１項）、同法１６１

条１２号は、国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約に基づく利益

の分配を国内源泉所得としている。そして、これにより徴収すべき所得税の額は、上記の

国内源泉所得の金額に１００分の２０の税率を乗じて計算した金額である（同法２１３条

１項１号）。 

ウ 内国法人に対し国内において同法１７４条９号に掲げる利益の分配の支払をする者は、

その支払の際、当該利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月

１０日までに、これを国に納付しなければならず（同法２１２条３項）、同法１７４条９号

は、その内国法人が国内において支払を受けるべき匿名組合契約に基づく利益の分配を掲

げている。そして、これにより徴収すべき所得税の額は、上記の利益の分配の金額に１０

０分の２０の税率を乗じて計算した金額である（同法２１３条２項２号）。 
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（２）源泉所得税について 

ア 源泉所得税の納税義務は、利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきもの

とされている所得の支払の時に成立し（国税通則法１５条２項２号）、源泉所得税は、上記

の納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する（同条３項

２号）。 

イ 税務署長は、源泉徴収による国税でその法定納期限までに納付されなかったものを徴収

しようとするときは、納税の告知をしなければならず（同法３６条１項２号）、上記の国税

がその法定納期限までに完納されなかった場合には、正当な理由があると認められる場合

を除き、当該納税者から、上記の納税の告知に係る税額に１００分の１０の割合を乗じて

計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する（同法６７条１項）。 

３ 前提事実（当事者間に争いがない事実か、文中記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認

定することができる事実） 

（１）当事者等 

ア 破産会社（会社成立の年月日・平成２２年２月●日、本店所在地・東京都渋谷区）は、

集団投資スキームの組成・運営、未上場株式等を含む有価証券の取得、保有及び運用等を

目的とする合同会社である（甲１の１）。 

イ 破産会社は、平成２４年１２月●日、当庁において破産手続開始決定を受け、原告は、

破産会社の破産管財人に選任された（甲１の１～１の３）。 

 乙（以下「乙」という。）は、破産会社の成立時及び破産手続開始決定時に同社の代表社

員であったものであり（なお、丙が同社の代表社員であった期間がある。）、同日、破産会

社と併せて当庁において破産手続開始決定を受け、原告が破産管財人に選任された（甲１

の１、乙１１～１３）。 

（２）破産会社による源泉取得税の納税と本件各処分に至る経緯 

ア 破産会社は、平成２２年３月９日、関東財務局に対して適格機関投資家等特例業務の届

出をし（金融商品取引法（平成２７年法律第３２号による改正前のもの。以下同じ。）６３

条２項）、匿名組合員（適格機関投資家等である出資者）から出資された金銭等を、日経平

均先物取引、日経平均先物オプション取引及び外国為替証拠金取引等により運用すること

を目的とする匿名組合「Ｂ匿名組合」（以下「本件匿名組合」という。）を組成し、その営

業者として、当該匿名組合の運営・管理を行ってきた（甲１の１、２、乙１）。 

イ 破産会社は、本件匿名組合の営業として、出資の勧誘をし、匿名組合員約５０名との間

で匿名組合契約を締結した（以下、破産会社と各匿名組合員との間で締結した匿名組合契

約を「本件匿名組合契約」といい、その匿名組合員を「本件匿名組合員」という。）。本件

匿名組合契約の内容は、別紙記載のとおりである。（甲２、乙１、１６） 

ウ 破産会社は、本件匿名組合員に対し、別表１記載のとおり、「支払金額」欄記載の金額を

支払った（甲３の１、乙１、１７）。 

エ 破産会社は、被告国に対し、上記ウの各支払に関する源泉所得税として、別表１記載の

とおり、「納付すべき税額」欄記載の金額（合計１億１２４１万円）を納付した（乙１、３）。 

オ 破産会社は、本件匿名組合員に対し、別表２記載のとおり、「支払金額」欄記載の金額を

支払った（甲３の２、乙１、１７）。 

カ 破産会社及び乙は、平成２４年１２月●日、当庁において破産手続開始決定を受け（当
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庁平成●●年（○○）第●●号、同第●●号）、原告が破産会社及び乙の破産管財人に選任

された（上記（１）イ、甲１の１、１の３、乙１、１３）。 

キ 原告は、上記ウの各支払は出資の払戻しであったと判断し、平成２５年８月７日、上記

エで破産会社が納付した源泉所得税額の還付を請求したところ、渋谷税務署長は、同月２

６日、その請求額全額（１億１２４１万円）の還付をした（乙５）。 

ク その後、東京国税局において、上記カの還付には理由がなかったのではないかとの疑義

が生じ、渋谷税務署長は、破産会社に対し、平成２６年１０月１日付けで、次の（ア）及

び（イ）の各処分をした（以下、下記（ア）の本件告知処分１、下記（イ）①の本件告知

処分２及びこれに対する本件賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。）。 

（ア）別表１記載のとおり、上記エ及びキのとおり還付された部分である平成２２年４月支

払分から平成２４年２月支払分までの匿名組合契約の利益の分配金の支払に対する源泉

所得税（その税額の合計１億１２４１万円）の納税の告知（渋源特第●●号。以下「本

件告知処分１」という。）（甲３の１） 

（イ）①別表２記載のとおり、平成２３年１２月支払分及び平成２４年３月支払分の匿名組

合契約の利益の分配金の支払に対する源泉所得税（その税額の合計２３２７万円）の納

税の告知（以下「本件告知処分２」という。）並びにこれに対する不納付加算税（その税

額の合計２３２万７０００円）の賦課決定（以下「本件賦課決定処分」という。）、②破

産手続開始前の給与に対する源泉所得税の納税の告知及びこれに対する不納付加算税の

賦課決定（渋源特第●●号）（甲３の２） 

（以下、別表１及び２の「支払金額」欄記載の金額の支払を「本件各支払」といい、当

該各支払に係る金員を「本件各金員」という。） 

ケ 破産会社は、平成２６年１０月３日、本件告知処分１に係る源泉所得税の全額（１億１

２４１万円）を納付したが（乙３）、本件告知処分２に係る源泉所得税及びこれに対する不

納付加算税は納付していない。 

（３）本件訴訟の提起等 

ア 原告は、平成２６年１０月９日、本件訴訟（ただし、本件告知処分１及び２の取消請求

（請求の趣旨１（１）及び２（１））に係る部分）を提起した。これに対し、被告は、上記

の訴えは不服申立の前置を経ていない不適法なものであるとして、訴えの却下を求める旨

の答弁をした。 

イ 原告は、平成２６年１１月２６日、渋谷税務署長に対し、本件告知処分１及び２の取消

しを求めて異議申立てをした。また、原告は、本件訴訟につき訴えの変更を求める申立て

を行い、請求の趣旨１（２）及び２（２）に係る部分を追加した。 

ウ 渋谷税務署長は平成２７年２月２３日付けで上記異議申立てを棄却する旨の決定をした。

原告は、同月２５日、国税不服審判所長に対し、本件告知処分１及び２の取消しを求めて

審査請求をしたが、国税不服審判所長は、平成２８年２月４日付けで上記審査請求を棄却

する旨の裁決をした。（甲２２、２３、乙１、弁論の全趣旨） 

４ 被告が主張する本件各処分の適法性及び納税義務の根拠 

（１）本件告知処分１について 

 破産会社が、平成２２年４月から平成２４年２月までの間に本件匿名組合員に対して支払

った金額は、別表１の「支払金額」欄記載のとおりであり、当該各支払は、上記２（１）の
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所得税法２１０条等（以下、所得税法２１０条、１６１条１２号、１７４条９号を併せて「所

得税法２１０条等」という。）に定める「匿名組合契約に基づく利益の分配」に該当すること

から、破産会社は、同法２１０条、２１２条１項又は同条３項の規定により、本件匿名組合

員に対して当該各支払をするに当たり、その支払金額に１００分の２０の税率（同法２１１

条、２１３条１項１号又は同条２項２号に規定する税率）を乗じて計算した所得税額を徴収

し、その徴収する日の属する月の翌月１０日までに、これを国に納付しなければならない。 

 これを計算すると、別表１の「納付すべき税額」欄記載のとおりとなり、その合計額は１

億１２４１万円である。 

（２）本件告知処分２及びこれに対する不納付加算税について 

ア 破産会社が、平成２３年１２月及び平成２４年３月に本件匿名組合員に対して支払った

金額は、別表２の「支払金額」欄記載のとおりであり、当該各支払は、上記２（１）の所

得税法２１０条等に定める「匿名組合契約に基づく利益の分配」に該当することから、上

記（１）と同様、破産会社は、本件匿名組合員に対して当該各支払をするに当たり、その

支払金額に１００分の２０の税率を乗じて計算した所得税額を徴収し、その徴収する日の

属する月の翌月１０日までに、これを国に納付しなければならず、これを計算すると、別

表２の「納付すべき税額」欄記載のとおりとなり、その合計額は２３２７万円である。 

イ 不納付加算税（国税通則法６７条）は、源泉徴収による国税が法定納期限までに完納さ

れなかった場合に徴収されるものであるところ、破産会社は、本件告知処分２に係る源泉

所得税額を法定納期限までに納付していない。これによる不納付加算税の額は、本件告知

処分２に係る納付すべき税額（ただし、同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数

を切り捨てた後のもの）に１００分の１０の割合を乗じて算出した金額であり（同法６７

条１項）、これを計算すると、納付すべき不納付加算税の税額は、別表２「不納付加算税の

額」欄記載のとおりとなり、その合計額は２３２万７０００円である。 

５ 主な争点及び争点についての当事者の主張 

 本件の主な争点は、本件各支払が「匿名組合契約に基づく利益の分配」（所得税法２１０条等）

に該当するか否かである。なお、本件匿名組合契約が商法５３５条及び所得税法２１０条等に

定める匿名組合契約であることについては、当事者間に争いがない。 

（被告の主張の要旨） 

（１）本件各支払が「匿名組合契約に基づく利益の分配」に該当すること 

ア 所得税法２１０条等の「匿名組合契約に基づく利益の分配」の意義 

（ア）所得税法上、「匿名組合契約に基づく利益の分配」又は「利益の分配」の意義について

定めた規定はなく、解釈によるほかない。 

 源泉所得税は、源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時に納税義務が成立

し（国税通則法１５条２項２号）、特別の手続を要することなく納付すべき税額が確定す

る税である（同条３項）。ここにいう「確定」とは、支払われた所得の額と法令の定める

税率等から支払者の徴収すべき税額が法津上当然に決定されることをいうのであり、国

税通則法は支払者における税額算出の過程が一義的に明白であることを前提とするもの

と解される（ 高裁昭和●●年（○○）第●●号同４５年１２月２４日第一小法廷判決・

民集２４巻１３号２２４３頁の 高裁判所判例解説参照）。 

 したがって、営業者から匿名組合員に対する支払について、これに対応する確定した
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源泉所得税の租税債務が存在したか否かは、「匿名組合契約に基づく利益の分配」という

納税義務の成立要件に該当する事実があったか否かによって客観的に決定されるべきで

あり、匿名組合契約の定めに沿って、営業者が「利益の分配」と表示して匿名組合員に

対して金員を支払った場合には、特段の事情がない限り、「匿名組合に基づく利益の分

配」としての支払があったものと解するのが相当である。 

（イ）もっとも、営業者が粉飾決算等に基づいて当該契約条項に違反して利益の分配を行っ

ていたことが判明したときに、「匿名組合契約に基づく利益の分配」としての支払があっ

たものと扱うことが相当であるか否かは問題となり得る。 

 しかしながら、ある「利益の分配」が、当該分配時点において、外形上、有効な利益

の分配として行われたにもかかわらず、その実質につき子細に検討した結果、契約条項

に違反していたことが判明した場合にも、常に当該分配時に遡って「利益の分配」がな

かったものと直ちに取り扱うことになるのだとすれば、上記（ア）のとおり、支払者に

おいて徴収して納付すべき税額の算出過程が一義的に明白であることを前提とする源泉

所得税の性質に反することになり、ひいては所得の支払者に支払時点において困難な実

質判断を強いることにもなりかねず、不合理である。 

 また、匿名組合契約の営業者は、通常、適正な損益計算を行って匿名組合員の出資財

産を管理する契約上の義務があるところ（本件匿名組合契約６条、１０条参照）、匿名組

合員の認識し得ないところで、営業者が自ら契約に違反して「利益の分配」をしたから

といって、匿名組合員に分配額の返還義務が生じたり、出資額が連動して減額されたり

するようなことは、契約当事者の合意によるものとは考えられない。他方、匿名組合契

約の契約条項に違反する過大な利益の分配であったことが客観的にも確認することが可

能であり、当該分配後に営業者と匿名組合員との合意に基づき過大とされた利益の分配

額が現実に返還されたというような特段の事情が存在する場合には、そのような分配は

「匿名組合契約に基づく利益の分配」ではないと評価する余地はある。 

 したがって、所得税法２１０条等の適用においても、匿名組合契約の取決めに沿って、

一応「利益の分配」として金員が支払われたものであれば、その分配が匿名組合契約の

条項に違反していたことが判明したとしても、匿名組合契約の契約条項に違反する過大

な利益の分配であったことが客観的にも確認することが可能であり、当該分配後に営業

者と匿名組合員との合意に基づき過大とされた利益の分配額が現実に返還されたという

ような特段の事情がない限り、事後的に利益の分配が当初から存在していないものと取

扱い、源泉所得税の納付義務の存在が否定されると解するべきではない。 

（ウ） 高裁昭和●●年（○○）第●●号昭和３５年１０月７日第二小法廷判決・民集１４

巻１２号２４２０頁（以下「 高裁昭和３５年判決」という。）は、会社の株主に対する

利益配当に係る所得税の源泉徴収義務に関連して、「所得税法上の利益配当とは必ずし

も、商法の規定に従って適法になされたものにかぎらず、商法が規制の対象とし、商法

の見地からは不適法とされる配当（たとえば、蛸配当、株主平等の原則に反する配当等）

の如きも、所得税法上の利益配当のうちに含まれるものと解すべき」と判示し、税法上

の利益配当は実際に商法の規定に従って適法・適式に行われたものに限るというのは狭

きに失することは明らかであるとされている（ 高裁昭和３５年判決の 高裁判例解説。

甲９参照）。 
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 本件は、会社の利益配当が問題となっている事案ではないが、出資者に対する利益の

配分という点で、匿名組合契約に基づく利益の分配と変わる点はなく、また、両者を別

異に解すべき根拠もないから、 高裁昭和３５年判決の考え方は、「匿名組合契約に基づ

く利益の分配」についても妥当するというべきであり、上記に述べたところと整合する。 

イ 本件各支払についてのあてはめ 

 下記（ア）ないし（エ）のとおり、本件においては、破産会社と本件匿名組合員との間

で、商法５３５条に規定する匿名組合契約が有効に成立したことが認められ、かつ、当該

匿名組合契約に基づく「利益の分配」が行われたという事実が認められる。そして、仮に、

本件各支払が、本件匿名組合契約の取決めに違反して過大に行われた疑いがあるとしても、

破産会社と本件匿名組合員との合意に基づいて現実にその過大分配額が返還された事実も

認められないのであるから、契約当事者間においては一応有効な「利益の分配」があった

ものとされ、利益の分配としての性格はなお失われていないというべきである。 

 そうすると、本件各支払が所得税法２１０条等に規定する「匿名組合契約に基づく利益

の分配」に該当することは明らかであり、後に契約に違反して過大に分配された疑いが生

じたとしても、そのことのみでは「匿名組合契約に基づく利益の分配」であることは否定

することはできない。 

（ア）本件匿名組合契約は、所得税法上の匿名組合契約であると認められることについては、

当事者間に争いがない。 

（イ）破産会社は、本件匿名組合員と締結した本件匿名組合契約に基づき、本件匿名組合員

に対して、同契約に規定する利益の分配額の上限である出資額の５％（同契約１０条４

項）を、「Ｂ配当分配のお知らせ」（乙８の１）により本件匿名組合契約に係る配当分配

及び分配金払込実行について通知し、「匿名組合契約に基づく利益の分配」に係る源泉所

得税額（２０％相当額）を差し引いた残額を本件匿名組合員に支払い、その際、利益分

配の支払調書（乙６）を交付していた。 

（ウ）所得税法において、匿名組合契約に基づき営業者から受ける利益の分配は、雑所得と

して取り扱われているところ、個人の本件匿名組合員は、本件各支払による金員を、匿

名組合契約に基づく分配金として雑所得に含め、源泉所得税額を控除して所得税の確定

申告をし（乙９）、また、法人の本件匿名組合員は、雑収入等の益金の額に計上し、源泉

所得税額を控除して法人税の確定申告をしている（乙１０）。したがって、本件匿名組合

員は、本件各支払による金員を匿名組合契約に基づく利益の分配として支払われたもの

であると認識していたというべきである。 

（エ）営業者である破産会社においては、本件匿名組合員から受領した出資金を原資として

ＦＸ取引（外国為替証拠金取引。以下同じ。）等の本件匿名組合の目的及び事業に適合し

た投資を行っていたことがうかがわれ、これによれば本件匿名組合員からの出資金を運

用することなく着服するような違法な営業活動はなかったものと思料される。そして、

破産会社は、本件匿名組合の目的及び事業を前提として決算書（損益計算書）を作成し

（乙１２の１、１２の２）、また、上記（ウ）のとおり分配金から差し引いた源泉所得税

額を、所得税法２１０条等に規定する「匿名組合契約に基づく利益の分配」に係る所得

税として国に納付していた。 

 加えて、破産会社の代表社員である乙によれば（乙１１）、破産会社においては、少な
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くとも本件匿名組合の事業開始当初においては、本件各支払が「利益の分配」であると

認識しており、その後、運用利益により元本の毀損部分を取り戻すだけでなく、５％の

利益の分配を可能とする営業活動に復帰することを目指していたことがうかがわれる。 

 したがって、破産会社において、元本毀損の状況で利益の分配を続けたことがあった

としても、円滑かつ適正な営業活動への復帰を目指していたことからすれば、利益をあ

げようとすることなく、「利益の分配」に仮装して出資の払戻しを行うといった確定的な

意思があったとまでは認められない。 

（２）原告の主張に対する反論 

ア 本件各支払が出資の一部払戻しに該当しないこと 

 原告は、本件各支払の性質は実質的に判断されるべきであるとした上で、本件匿名組合

においては、 初の計算期間から損失が生じており、その後に生じた利益をもって累積し

た損失が填補されたことは一切なく、かかる実態が仮装経理によって隠ぺいされていたの

であり、公正な会計慣行に従えば、本件各支払の原資は出資元本部分しかない本件匿名組

合財産であるから、本件各支払の実質は、商法上も所得税法上も利益の分配と解すること

はできず、出資元本の一部払戻しにすぎず、本件各支払は「匿名組合契約に基づく利益の

分配」に該当せず、破産会社には本件各支払につき所得税法２１０条等の源泉徴収義務は

ない旨主張する。 

 しかしながら、上記（１）のとおり、金員の支払時において、これに対応する確定した

租税債務が存在したか否かは、「匿名組合契約に基づく利益の分配」という納税債務の成立

要件に該当する事実があったか否かによって客観的に決定されるのであって、その金員の

原資の性質のみによって判断されるものではない。そして、次の（ア）及び（イ）のとお

り、本件各支払に係る事実を客観的に判断すれば、本件各支払が所得税法２１０条等の「匿

名組合契約に基づく利益の分配」に該当するすることは明らかであり、原告の上記主張は

理由がない。 

（ア）原告は、本件匿名組合の 初の計算期間から損失が生じ、その後に生じた利益をもっ

て累積した損失が填補されたことは一切ない旨主張するが、次の①及び②のとおり、そ

のような事実は認められない。 

① 本件匿名組合の事業者は営業者である破産会社であるにもかかわらず、原告が損失

の発生を示すために作成した別表３（訴状添付の別紙４の１及び４の２参照）には、

破産会社名義ではない取引口座とみられる乙個人名義の取引口座の記載があり、これ

らをもって直ちに本件匿名組合に損失が生じていたとはいい難い。また、乙は、破産

会社以外にも別の会社（Ｃ株式会社）や乙個人としてファンドを運用していたという

のであり（乙１３、１４）、乙個人名義の口座における取引全てが破産会社に帰属する

ものであるかは必ずしも明らかではない。 

 さらに、乙作成の書面（乙１１、１５）によると、少なくとも平成２３年２月２５

日より前は分配金の支払が可能であったことを意味する記載があり、 初の計算期間

から損失が生じていたとの原告の主張は、これらの証拠とは齟齬するものである。加

えて、別表３は、破産会社の業務執行社員である丙が、関東財務局長から報告命令を

受けて提出した投資運用損益の一覧表（乙１９の２）と一致していない。 

② そもそも、匿名組合契約は、営業者と匿名組合員との間の個別の契約であり（東京
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地方裁判所昭和３８年１０月１０日判決・訟務月報１０巻２号３９１頁（甲５））、各

匿名組合契約ごとに投資運用損益を個別に計算すべきである。 

 本件匿名組合契約も、ある計算期間において、ある本件匿名組合契約に係る投資損

益の分配の計算の結果、利益が生じた場合には、当該計算期間より前の計算期間にお

いてその本件匿名組合員に対して分配された損失累計額があるときには、当該利益を

もって当該損失累計額に充当し、当該損失累計額をゼロとした後の残高を当該本件匿

名組合員に分配することを定めている（同契約１０条４項）。 

 したがって、中途で新規加入（契約）した者が、当該加入月に既に生じていた損失

（他の匿名組合員が負担すべき損失累計額）を負担することはあり得ず、本件匿名組

合員に対する分配損益は、その加入月ごとに異なる計算をすることになる。 

 そうすると、仮に別表３が真実の投資運用損益の金額であったとしても、平成２２

年７月、８月、１１月及び１２月並びに平成２３年３月、６月、７月、１０月及び１

１月の各計算期間については、それぞれ利益が計上されているので、当該計算期間に

新規加入した匿名組合員には投資運用利益が生じているはずであり、「利益の分配」に

ほかならない。 

（イ）また、仮に本件匿名組合契約の条項に違反して、営業者である破産会社が過大に利益

の分配を行っていたことが判明したとしても、次の①ないし③のとおり、私法上、本件

各支払を出資の一部払戻しがあったものと扱う余地はない。所得税法上、匿名組合契約

に基づいて支払を受けるものは、出資の払戻しとして支払を受けるものを除いて、「匿名

組合契約に基づく利益の分配」として取り扱われている（所得税基本通達３６・３７共

－２１（注）１（乙７））ことからしても、本件各金員は、所得税法上、「匿名組合契約

に基づく利益の分配」に当たるというべきである。 

① 上記（１）イ（エ）のとおり、破産会社においては、元本毀損の状況で利益の分配

を続けたことがあったとしても、利益をあげようとすることなく、利益の分配に仮装

して出資の払戻しを行うといった確定的な意思があったとまでは認められない。 

② 商法上、匿名組合契約における出資の払戻し（商法５４２条）は、匿名組合契約が

解除された場合（同法５４０条）及び匿名組合契約の法定終了事由（同法５４１条）

が生じた場合に行われることとされ、商法上これらの事由以外に出資の払戻しは予定

されていない。そして、本件匿名組合契約においても、匿名組合契約の終了の態様に

ついて定めた上で（同契約１２条）、上記の商法の規定と同様、本件匿名組合契約が終

了した場合に出資金を払い戻す旨を定めているのみである（同契約１３条）。 

 なお、本件匿名組合契約においては、各計算期間の分配損益に相当する金額と営業

者の預金口座の残高のいずれか低い方の金額から一定の金額を留保した残額を「利益

又は出資金の一部返還」として、営業者がその裁量で必要と認めた金額を留保した残

高を現金で支払う旨の規定がある（同契約１１条１項）。しかしながら、その規定は、

分配損益が存在する場合における裁量的な利益又は出資金の一部返還について定めた

規定であり、分配利益がない場合の出資金の払戻しについて定めたものではないし、

本件匿名組合員に出資金の払戻しに係る請求権を認めたものでもない（同契約１１条

２項参照）。 

③ Ｄ有限責任組合など一部の本件匿名組合員においては、本件匿名組合契約の契約期
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間に係る本件各金員の支払合計額がその出資額を超えているが（被告準備書面（２）

添付の別表５、乙１６、１７）、その出資額を超える金額について破産会社から返還請

求はされていない。また、本件匿名組合契約の契約期間中に本件匿名組合契約を一部

解除した丁などの一部の本件匿名組合員においては、本件各金員の支払を受けていた

ほか、解除により出資金の払戻しも受けている（被告準備書面（２）添付の別表６。

乙１６～１８）。 

 加えて、営業者である破産会社の貸借対照表上における「預り出資金」科目につき、

本件匿名組合員からの出資額は、本件匿名組合契約の解除に係る金額を除いて、本件

各支払後も減算されていない（乙１２の１、１２の２）。仮に本件各支払が出資の払戻

しであったとすると、本件匿名組合員は、出資額の全額の払戻しを受けた時点におい

て匿名組合員としての地位を有しないこととなるが、出資額相当額に達するまでの支

払を受けた本件匿名組合員に対しても、その後も引き続き本件各支払がされている。

他方、本件匿名組合員であるＥ株式会社は、本件各金員の受領後も、貸借対照表上に

おける「出資金」科目の金額を減算していない（乙１０、１６）。 

④ 原告が作成した破産会社の出資金明細表（乙１６）においても、契約の解除等の場

合を除いて、本件各支払の都度、本件匿名組合員の出資額についてこれを減額するな

どの管理は行われていない。 

 また、破産会社の破産手続において、本件匿名組合員は、破産債権の届出において、

出資額の全額を届け出ている（乙２０）。 

⑤ 仮に、原告が主張するとおり、本件匿名組合において分配の対象となった利益は一

切発生しておらず、本件各支払が出資の払戻しであったとするならば、上記③の出資

額を超過して払戻しを受けた本件匿名組合員については、他の組合員の出資額の一部

を取得したことにほかならないのであるから、総債権者の利益のために業務を行う破

産管財人である原告は、当然にその超過分の返還を求めるなどすべきであるところ、

そうした事実は認められない。 

イ 本件匿名組合員の被害は破産会社の納税義務の存否の判断に影響しないこと 

（ア）原告は、本件告知処分１及び２につき、欺罔者（破産会社）の仮装経理があったこと

をもって、経済的利益（果実）を得ていない被害者（本件匿名組合員）に不当な納税負

担を課すことにより、被害者の被害をさらに拡大させるものであり許されない旨主張す

る。 

 しかしながら、上記（１）イで述べたとおり、本件各金員は、契約当事者間において

は、飽くまで有効な「利益の分配」として支払われたものであり、その後においてもこ

れを契約に違反する過大な支払があったものとして、本件匿名組合員から破産会社に対

して本件各金員が返還された事実は存在しない。なお、所得税基本通達は、源泉徴収の

対象となった支払額が誤払等により過大であり、その後、源泉徴収義務者がその過大支

払額の返還を受けた場合には、既に納付された源泉徴収額を還付するものとしている（所

得税基本通達１８１～２２３共－６（２））。 

 本件匿名組合員においては、本件各支払に係る経済的成果が現実に失われた事実は認

められないのであって、「経済的利益（果実）を得ていない被害者に不当な納税負担を課

すことになる」との原告の批判は当たらない。また、本件匿名組合員は、本件匿名組合
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契約の営業者である破産会社の破産によって出資金の返還を受けられなくなったのであ

り、原告の主張は、これにより破産前に受けた利益の分配に対して源泉徴収義務を課さ

れることが不当になるとするものにほかならず、失当であることは明らかというべきで

ある。 

（イ）原告は、破産会社が真正な経理をしていれば、源泉所得税を納付する必要はなく、少

なくとも破産会社が納付した源泉所得税額だけ本件匿名組合財産が増加し、本件匿名組

合員への出資の払戻し可能額が増加していたはずであり、破産会社の仮装経理によって

被告が本件匿名組合員の出資払戻し額の減少という犠牲の下に利得をしていることとな

るが、本件告知処分１及び２は、担税力のない本件匿名組合員に課税し、その犠牲のも

とに納税資金という利得を確保するものであって、極めて不当であると主張している。 

 しかしながら、仮に、原告主張のとおり、本件匿名組合契約に基づく利益がなく、破

産会社が真正な経理をしていたとすれば、本件匿名組合員に対し、「利益の分配」や「出

資の払戻し」（本件匿名組合契約１１条１項）などの金員の支払は一切ないはずであるか

ら、源泉所得税の納付義務も生じない。それにもかかわらず、本件匿名組合員は、利益

の分配として本件各金員を受領しており、仮に本件各金員について返還義務が生じたと

しても、それを返還せずに利得している以上、本件匿名組合員には担税力が認められる。 

 なお、将来的な破産処理の結果、本件匿名組合員が出資額の全額につき返還を受けら

れない結果が生じることがあり得るとしても、それは破産処理の結果として、本件各出

資額が毀損するからにすぎず、本件各金員の性格が出資の払戻しであったことによるも

のではない。また、出資額が返還されないことが確定した場合には、その返還されない

金額について、所得税においては、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入

され（所得税法５１条４項）、法人税については、特別損失等として損金の額に算入され

ることとなるのであって、この点からしても、被告は本件匿名組合員に対して何ら不当

な納税負担を課しているものではない。 

（原告の主張の要旨） 

（１）本件各支払は出資の払戻しと認められること 

 下記アないしエのとおり、破産会社は、本件匿名組合に運用益が生じていたとして本件匿

名組合員に対して分配金を支払っていたものの、実際には本件匿名組合の投資運用では利益

が生じておらず、運用益が生じていたように仮装経理をしていたにすぎなかったのであり、

本件匿名組合員に対する本件各支払は出資の払戻しにすぎないから、本件各支払が「匿名組

合契約に基づく利益の分配」に該当するとして破産会社が源泉徴収義務を負うことはない。 

ア 所得税法２１０条等の「匿名組合契約に基づく利益の分配」の意義 

 商法上、匿名組合契約（同法５３５条）における利益及び損失とは、その営業年度の営

業活動により生じた財産の増加額又は減少額で、評価益を含まないと解するのが定説であ

る（甲６の１、６の２）。なお、本件匿名組合契約は、本件匿名組合に損失が生じた場合に

は、出資者が出資金の範囲内でその損失を負担することとされている（同契約１０条３項

及び４項、商法５３８条参照）。 

 したがって、「匿名組合契約に基づく利益の分配」とは、匿名組合の営業活動によって生

じた財産の増加部分（ただし、匿名組合に累積運用損失が生じている場合はそれを填補し

た後のもの）の全部又は一部を出資者に分配することであると解される。 
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イ 本件匿名組合においては、その 初の計算期間から損失が生じ、その後に生じた利益を

もって累積した損失が填補されたことはなかったこと 

（ア）本件匿名組合の営業者である破産会社がその出資金を運用していた口座は、①Ｆ証券

におけるＦＸ取引（破産会社名義）、②Ｆ証券におけるＦＸ取引（乙名義）、③Ｆ証券に

おける先物取引（乙名義）、④Ｇ証券における日経２２５先物取引（乙名義）、⑤Ｈ証券

における日経２２５先物取引及び日経２２５オプション取引（乙名義）の５口座である。

なお、②ないし⑤の口座は乙個人の口座であるが、これは破産会社が合同会社であるこ

とから、破産会社名義の証券口座の開設が容易に認められなかったため、破産会社の代

表社員である乙名義の個人口座を利用したのであるが、当該各口座の運用資金は本件匿

名組合員から出資された金銭が振り込まれ、破産会社の計算にて運用されていたのであ

るから、同口座における投資運用損益は本件匿名組合に帰属する。 

 上記①ないし⑤の口座における運用状況は、別表３のとおりであり、本件匿名組合の

初の計算期間から損失が生じ、その後に生じた利益をもって累積した損失が填補され

たことはなかった。 

（イ）被告の主張に対する反論等 

 被告は、上記（ア）に関して、匿名組合契約は営業者と匿名組合員との個別契約であ

り、匿名組合契約ごとに投資運用損益を個別に計算すべきであると主張するが、匿名組

合契約の法的性質を理解していないものであり、失当である。理由は次のとおりである。 

 匿名組合契約は、匿名組合員と営業者との個別契約という形式をとっているものの、

匿名組合契約の出資の対象は、営業者の「営業」である（商法５３５条）。匿名組合にお

いては、営業者と多数の匿名組合員とが同一の内容の匿名組合契約を締結することによ

って、不特定多数の匿名組合員が営業者の営業に出資することが可能であり、その出資

された匿名組合の財産は、営業者に帰属する（同法５３６条１項）から、営業者は、匿

名組合が受けた出資金を一体として自らの営業に利用することができる。かかる営業に

よって生じた利益は匿名組合員に分配されるが（同法５３５条）、匿名組合の上記性質か

ら、出資割合によって生じる差異は別として、匿名組合員を平等かつ公平に扱うことが

要請され、利益の分配方法は、各出資者の出資額の割合に応じるものとされる（組合に

関する民法６７４条１項及び２項の類推）。 

 以上によれば、匿名組合契約の損益は、出資の目的である営業単位で把握すべきもの

であり、被告主張のように匿名組合員ごとに個別に損益を算定しなければならない法的

根拠はない。 

 加えて、本件匿名組合は、日経平均先物取引、日経平均先物オプション取引及びＦＸ

取引等で資金運用をするファンドであり、破産会社は匿名組合員との間で同一内容の匿

名組合契約を締結し、また、利益分配は出資割合に応じるとのみ規定されており（本件

匿名組合契約１０条１項）、本件匿名組合の損益は、事業全体で計算し、利益は出資割合

に応じて分配する必要がある。さらに、営業者は各計算期間において利益が生じた場合

において、損失累計額がある場合には、まず損失累計額がゼロに達するまで当該利益を

充当し、その後、超過する利益を営業者の裁量において分配するものとするとされてお

り（本件匿名組合契約１０条４項本文）、飽くまで本件匿名組合事業（全体）として損益

計算を行い、分配をすることが規定されている。 
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ウ 本件各支払は、出資の一部払戻しであり、「匿名組合契約に基づく利益の配当」に該当し

ないこと 

 本件匿名組合における出資金の運用の実態は、破産会社の仮装経理によって隠ぺいされ、

破産会社から本件匿名組合員に対しては、本件各支払が利益の分配であると説明され、源

泉徴収票が交付されている。 

 このように仮装経理によって形式及び外観が経済実態と異なる場合の解釈については、

外観・形式ないし名目に従ってではなく、実体・実質ないし内容に従って、それらを判断

し認定しなければならないのが、租税法の解釈における大原則である（実質課税の原則）

（甲７参照）。 

 この点は、仮装経理に基づく過大申告の更正（法人税法１３５条参照）等が認められて

いることからも明らかである。本件のように本件匿名組合員が実際に利益を得ていないの

に、第三者が利益を仮装しただけで課税がされるとすれば、課税負担の公平に著しく反し、

不合理であることはいうまでもない。 

 したがって、所得税法上も本件各支払の性質は実質的に判断されるべきであるから、商

法上も所得税法上も、本件各支払を「利益の分配」とすることはできない。破産会社が本

件匿名組合員に対してした利益の分配名目の本件各支払は、本件匿名組合財産の一部を本

件匿名組合員に対して交付することであり、利益の分配以外のものであって、すなわち、

本件匿名組合員に対する出資元本の一部の払戻しにすぎないと解すべきである。 

エ 本件各支払が「匿名組合契約に基づく利益の分配」に該当すると解することによる結果

の不当性について 

（ア）本件は、本件匿名組合の営業者である破産会社が、本件匿名組合に運用利益が生じて

いないにもかかわらず、多額の利益が生じているかのように欺罔して出資を募り、また、

本件匿名組合契約の解約を妨げ、ついに破産するに至って多くの出資者に予期しない多

額の損害を与えた事件である。 

 本件告知処分１及び２は、破産会社が本件匿名組合に利益が生じていたかのように仮

装経理をして源泉徴収票を交付していたこと等をもって、本件各支払が「匿名組合契約

に基づく利益の分配」に当たるとして、被害者である本件匿名組合員に対し破産会社が

かかる仮装経理をしていなければ負担しなかったはずの所得税の負担を強制するものに

ほかならず、極めて不当である。かかる解釈は、欺罔者の仮装経理があったことをもっ

て、経済的利益（果実）を得ていない被害者に不当な納税負担を課すことにより、被害

者の被害をさらに拡大するものであり、許されない。 

 このような観点からも、本件告知処分１及び２は取り消されなければならない。 

（イ）これに対して、被告は、①本件各金員が有効な「利益の分配」であり、過大な分配が

あったものとして本件匿名組合員から破産会社に返還されていないのであるから、経済

効果が現実に失われた事実はない、②本件匿名組合員に出資額が返還されないことが確

定すれば、当該金額が将来の所得税ないし法人税の所得計算上、損金に算入されるとし

て、「利益の分配」があったとして課税されたとしても、被告国が不当な納税負担を課す

ものではないと主張している。 

 上記①の主張は、本件匿名組合員が本件各金員を受領し、返還をしていない以上、金

員受領の経済効果は変わらないとするもののようであるが、破産会社が真正な経理をし
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ていれば、源泉所得税を納付する必要はなく、少なくとも破産会社が納付した源泉所得

税額だけ本件匿名組合財産が増加し、本件匿名組合員への出資払戻し可能額が増加して

いたことを理解しない主張である。 

 被告が破産会社から本件匿名組合員の法人税又は所得税の概算前払である源泉所得税

１億１２４１万円を収受したのは、破産会社が仮装経理をしたからであって、破産会社

が真正な経理をしていればそもそもかかる金員は収受できなかったのである。すなわち、

破産会社の仮装経理により、被告が本件匿名組合員の出資払戻し額の減少という犠牲の

もとに、利得をしていることを意味するのである。加えて、本件匿名組合員は、本件各

金員の受給によって、同時に同額の出資金返還請求権を失っており、自らの所得が増え

たわけではないのであるから、結果として、被告が所得増加のない国民に対して所得税

を課税することになるものであり、極めて不当である。 

 また、上記②の主張のような損金ないし経費処理をした場合であっても、それを減額

できる他の所得が存在してはじめて税額の減額効果が生じるのであり、これに見合う課

税所得がない場合には、その減額効果を得ることはできず、不当な課税は救済されない。

そもそも、出資額のうち返還されない金額の損金算入の処理は、返還されない金額があ

る限り行うことができる通常の税務処理であって、不当な源泉所得税の徴収を是正する

目的のための規定ではない。したがって、被告の上記主張②には理由がない。 

オ 小括 

 以上より、本件各支払は、「匿名組合契約に基づく利益の分配」に該当しないから、本件

匿名組合員に課税所得は発生せず、破産会社には所得税法２１０条等の源泉徴収義務がな

い。 

（２）その他の被告の主張に対する反論等 

ア 源泉所得税の確定方式との関係について 

 被告は、支払時に外形上有効な「利益の分配」として行われたにもかかわらず、その実

質につき子細に検討した結果、契約条項に違反していたこと等が判明し、支払時に遡って

「利益の分配」がなかったものと直ちに取り扱うことは、納税額の算出過程が一義的に明

白であることを前提とする源泉所得税の性質に反し、ひいては所得の支払者に支払時にお

いて困難な実質判断を強いることにつながりかねないとして、営業者が「利益の分配」と

表示して金員を支払った場合には、所得税法２１０条等の「利益の分配」があったものと

取り扱われるべきである旨主張する。 

 しかしながら、被告の上記主張は、営業者が「利益の分配」と表示して匿名組合員に金

銭を支払う際に源泉所得税の納付義務を負うか否かの問題と、事後において当該支払が「利

益の分配」ではなかったことが判明した場合に、誤って納付した源泉所得税の還付を受け

られるか否かという問題を混同したものである。 

 営業者が「利益の分配」と表示して金員を支払う場合に、「利益の分配」の真の実態を判

断しなければ源泉所得税の納税義務の存否が明らかにならないとすると法律関係が不安定

になる。そのため、国税通則法１５条３項の自動確定方式の租税の「確定」は、原則とし

て形式的に判断されることになるとしても、かかる「確定」は、事後的に一切の修正を許

さないような絶対的なものではない。国税通則法５６条１項が国税の過誤納金の還付を認

めており、また、所得税基本通達は、正当税額を超えて納付した源泉所得税額に係る過誤
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納金の還付について規定している（同通達１８１～２２３－６（１））。 

 また、本件とは逆に、匿名組合に利益が出ているのにこれを隠ぺいして、営業者が出資

の払戻しと称して実質的に「利益の分配」をした事例を想定すると、国は、負担の公平上、

金員の支払形式や当事者の意思にかかわらず、「利益の分配」があったとして課税するはず

である。国税通則法１５条３項の「確定」は、事後において追加の課税や還付を拒否する

趣旨では断じてない。 高裁昭和４５年１２月２４日第一小法廷判決は、源泉所得税の税

額は自動的に確定するものであるが、「確定とは、もとより行政上又は司法上争うことを許

さない趣旨ではない」（甲４の１）と判示していることからも明らかである。 

 源泉徴収制度の趣旨は、納税義務者の納税を容易ならしめるため、所得が納税義務者の

手中に帰する以前の段階で徴収して税金の概算前払の方法で国が一応これを収納し、他日

所得金額が明らかになってから、改めて納税義務者から納税される代わりに既に源泉所得

税によって納付した当該税額をもってこれに充て、もし不足があれば追加納付させ、余剰

があれば還付して、納税義務者の事後納税によって生ずる煩雑な事務を軽減すること、他

面、源泉徴収の方法によらないと容易に捕捉し難い種類の収入を容易に捕捉してその支払

の段階で支払者をして捕捉徴収させ、これによって国の所得調査の手数を省くこと等にあ

るものとされている（甲２０、２１）。 

 このように源泉徴収制度は、国税の税収確保の便宜のための制度にすぎないのであり、

被告の主張は、租税徴収側の便宜のための単なる租税手続論から、所得税法２１０条等の

「利益の分配」の有無という租税実体論を論ずるものであり、法解釈を誤っている。 

イ 過大分配額の返金の要否について 

 被告は、営業者と匿名組合員との合意に基づき過大とされた利益の分配額が現実に返還

されたというような特段の事情がない限りは、「利益の分配」としての性格は失われないと

主張する。 

 しかしながら、被告の上記主張には、何らの法的根拠もなく、本件各金員が現実に本件

匿名組合に返還されるか否かは、本件各金員が所得税法２１０条等の「利益の分配」に当

たるか否かの議論とは関係がない。理由は次のとおりである。 

（ア）本件各支払の性質について 

 上記（１）アで述べたとおり、所得税法２１０条等の「匿名組合契約に基づく利益の

分配」とは、匿名組合の営業活動によって生じた財産の増加部分（ただし、匿名組合に

累積運用損失が生じている場合はそれを填補した後のもの）と解される。 

 また、商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従わなければならな

い（商法１７条１項）から、匿名組合における上記「財産の増加」の有無は、公正な会

計慣行に従って客観的に算定されるべきことになる。公正な会計慣行に従って算定した

本件匿名組合の運用状況は、上記（１）イ（ア）のとおり（別表３参照）、本件匿名組合

の 初の計算期間から損失が生じ、その後に生じた利益をもって累積した損失が填補さ

れたことはなかったのであり、本件匿名組合には、利益すなわち累積運用損失填補後の

財産の増加は一切生じていない。 

 したがって、本件各支払は、税法上も会計上も出資の払戻しに該当することは明らか

である。 

（イ）本件各金員の返還義務について 
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 被告の主張は、受給者に利得があってもそれが支給者に返還されれば、課税の根拠が

なくなるという一般論を述べているものと思われる。 

 本件匿名組合契約において、営業者は、計算期間の分配損益に相当する金額と営業者

口座の残高のいずれか低い方の金額から、本匿名組合員に対して利益又は出資金の一部

返還として、営業者がその裁量で必要である金額及び上位債務の支払への充当等に備え

て算定した金額を留保した残額を現金で支払うものとしている（同契約１１条１項）。す

なわち、本件匿名組合契約は、本件匿名組合の財産の範囲で営業者の裁量で出資金の一

部返還ができるとされているのである。したがって、本件各金員の支払が客観的に「利

益の分配」の実質を備えていなかった場合には、本件各金員の支払をした営業者及びこ

れを収受した本件匿名組合員の意思を合理的に解釈し、本件各金員は「出資金の一部返

還」であったと考えるべきであるから、本件各金員の支払には法律上の原因があり、本

件匿名組合員は、本件各金員につき、不当利得返還義務は負わない。 

 また、仮に本件各支払が本件匿名組合の内部手続に違反するものであり、それが故に

法律上の原因を欠くことになったとしても、当該「利益の分配」により匿名組合員が金

員を収受すると、他方で本件匿名組合の財産が当該支給額相当分だけ減少する関係にあ

るから、匿名組合員は、当然に、将来の契約終了時の出資金返還請求権が同額だけ毀損

するという損失を被ることになり、本件各支払は、将来の契約終了時に払戻しされるべ

き出資金が前払いされたにすぎないから、本件各支払によって匿名組合員に利得は生じ

ない。 

 いずれにせよ、本件匿名組合員が破産会社に対して本件各金員の返還義務を負うわけ

ではないから、本件各金員が破産会社に対して返還されたかどうかは、本件各金員が所

得税法２１０条等の「利益の分配」に当たるか否かの議論とは全く関係がない。 

ウ 営業者及び組合員の認識について 

 被告は、①破産会社の業務執行社員である乙が、本件各金員につき、その支払時におい

て、利益の分配に仮装して出資の払戻しを行う意思を有していたとは認められず、むしろ、

本件各支払について「利益の分配」であると認識していたこと、②営業者である破産会社

において、円滑かつ適正な営業活動への復帰を目指していたことからすれば、本件各支払

につき、利益をあげようとすることなく利益の分配に仮装して出資の払戻しを行うといっ

た確定的な意思があったとまでは認められないこと、③本件匿名組合員も、本件各金員を

匿名組合契約に基づく利益の分配として支払われたものであると認識していたこと等の主

観から、本件各金員がなお「利益の分配」の性質を失わないと主張している。 

 しかしながら、上記イ（ア）のとおり、匿名組合の利益（財産の増加）の有無は、公正

な会計慣行に従って客観的に判断されるべきであり、営業者や匿名組合員の認識が「利益

の分配」であるか否かの判断を左右することはあり得ない。 

 被告が主張するように実質を無視して形式や主観により課税されることになるとすれば、

同様の状況にあるものが課税上、異なった取扱いを受けることになってしまい、到底、負

担の公平を図ることはできない。 

エ 出資元本相当額の支払を受けた者等の存在について 

 被告は、本件匿名組合員の中には、本件各金員の合計額がその出資額を超える匿名組合

員や、本件各金員に加えて中途解約時にその出資額相当額の払戻しを受けた匿名組合員が
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存在するにもかかわらず、本件各出資額を超えた部分について返還がされていないとして、

本件各金員が出資の払戻しとして取り扱われていないと主張する。 

 たしかに、本件各金員の支払を続けた結果、その総額が出資額を超えた匿名組合員が存

在し、また、中途解約したことにより出資の払戻しとして出資額相当額の支払を受けた結

果、出資額を超えて支払を受けた匿名組合員も存在しており、これらの出資額を超えた部

分については破産会社は、当該各匿名組合員に対して法律上の原因なく支払ったものであ

るから、原告は、原則として、当該匿名組合員に対して不当利得返還請求権を有すること

になる。 

 もっとも、破産管財人は、総債権者の利益のために業務を行うものであるから、不当利

得返還請求権の行使の是非、行使する場合の時期及び方法等は、当該行使が破産財団の増

殖にどれだけ貢献するかという観点から、破産裁判所の監督の下、破産管財人が決めるべ

きものである。破産会社の破産手続が係属中である中で、上記の観点から現段階において、

同社の破産管財人である原告が訴訟上の不当利得返還請求を行っていないことと、本件各

金員の取扱いは何ら関係がないから、被告がこれを理由に本件匿名組合の「利益の分配」

の有無を論じること自体が失当である。なお、仮に、破産管財人である原告が、不当利得

返還請求債権の全額を回収できなかったとしても、これらは出資の過大払戻しにすぎない

から、かかる支払を受けて経済的利益を受けた者が所得税法２１０条等の「利益の分配」

以外の所得に対する課税を受けることは格別、本件各支払が所得税法２１０条等の「利益

の分配」に該当するか否かは、何ら関係がない。 

オ 高裁昭和３５年判決について 

 被告は、 高裁昭和３５年判決を引用し、本件各支払が実際には本件匿名組合に利益が

生じていない中で行われたものであったとしても、所得税法は利益の分配を受けたものと

して所得を構成すると主張している。 

 しかしながら、被告の上記主張は、 高裁昭和３５年判決の趣旨を誤解したものである。

理由は次のとおりである。 

（ア） 高裁昭和３５年判決は、会社法施行以前の旧商法（平成１７年法律第８７号による

改正前の商法。以下同じ。）下において、いわゆる株主相互金融会社における株主優待金

が所得税法上の利益配当に当たるか否かが争われた事案であり、蛸配当が所得税法上の

利益配当に該当するか否かが正面から争われたものではないが、所得税法上の利益配当

は旧商法の株式会社の利益配当概念と同一と解した上で、かかる利益配当には商法の見

地からすれば不適当とされるもの（蛸配当等）も含まれるとしたが、株主優待金は当該

利益配当と同一性質のものではないとして、所得税法上の利益配当に当たらないと判示

した。 

 株式会社において蛸配当が行われた場合、配当を受領した株主は返還義務を負い（旧

商法下では民法７０４条、会社法４６２条１項）、会社債権者は当該株主に対して違法配

当に相当する金員を支払わせることができる（旧商法２９０条２項、会社法４６３条２

項）。これは、株式会社において株主は、旧商法下の減資手続（会社法下では配当規制の

ある自己株式の取得手続）を経なければ株式の払戻しを受けることはできない上、蛸配

当は、株主よりも優先的に弁済を受けられるはずの会社債権者の犠牲の下で株主が利益

を得るものであるからであり、株主は、蛸配当による配当金を受領する正当な権利がな
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く、これを受領している限り、利得が残っているから、株式会社が蛸配当に基づく過誤

納源泉所得税の還付を受けるためには、株主から現実に配当金の返金を受けて、株主が

受けた経済的利益（配当所得）を消滅させる必要がある（所得税基本通達１８１～２２

３共－６（２）参照）。 

 このように、株式会社において、受領した蛸配当による配当金の法的性質は「果実」

にほかならず、「違法所得も所得」と解する所得税法上、まさしく「所得」に該当する。

高裁昭和３５年判決の 高裁判例解説においても「税法の見地からは、その取引行為

が、商法その他の法律の見地から適法であることは必要でなく、その取引行為が当事者

間に一応有効なものとして成立し、現実に所得を生じ、それが担税力の表現として課税

標準としてとらえるに適するものであれば十分である」とされており（甲９）、株主が蛸

配当等によって現実に担税力のある「果実」を取得していることが、違法配当も配当所

得と解する根拠とされている。 

（イ）これに対し、匿名組合契約は、営業者と匿名組合員との間の契約にすぎない上、株式

会社のような資本充実の要請や配当可能利益の概念はないから、営業者が任意に出資の

払戻しを行い、出資者がこれを受領することは何ら禁止されていない。本件各支払が「果

実」である「匿名組合契約に基づく利益の分配」ではなく、出資の払戻しであることは

上記のとおりであり、匿名組合において、本件各支払が「出資の払戻し」であることを

否定し、「果実」と認めるに足りる法的根拠は一切ないのであり、「果実」の性質を有す

る株式会社の蛸配当とは、法的性質が全く異なるのであり、 高裁昭和３５年判決は、

本件告知処分１及び２を正当化する理由にはなり得ない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点について 

（１）所得税法２１０条等の「匿名組合契約に基づく利益の分配」の意義 

ア 匿名組合契約とは、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ず

る利益を分配することを約することによって、その効力を生ずるものであり（商法５３５

条）、匿名組合員は、利益の分配を受ける権利を持つが、出資が損失によって減少したとき

は、その損失をてん補した後でなければ、利益の配当を請求することができないとされて

いる（同法５３８条）。 

イ 所得税法は、「匿名組合契約に基づく利益の分配」（同法２１０条等）につき源泉徴収義

務があるものと定めているところ、上記の「匿名組合契約」及び「利益の分配」は、それ

ぞれ商法が定める匿名組合契約及び同契約に基づく利益の分配と同義に解され、「利益」に

は、出資の払戻しとして支払を受けるものは含まれないと解される（所得税基本通達３６・

３７共－２１、同（注）１同旨）。 

ウ 税法の見地においては、課税の原因となった行為が、厳密な法令の解釈適用の見地から

客観的評価において不適法・無効とされるかどうかは問題ではなく、課税の原因となった

行為が関係当事者間において有効なものとして取り扱われ、これにより、現実に課税の要

件事実が満たされると認められる場合である限り、当該行為が有効であることを前提とし

て租税を賦課徴収することは妨げられないものと解される（ 高裁昭和●●年（○○）第

●●号同３８年１０月２９日第三小法廷判決・集民６８号５２９頁）。この理は、課税の原

因となった契約に基づく行為が、客観的評価においては当該契約上の権利義務と一致しな
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いものであった場合であっても同様であるというべきであり、本件についていえば、匿名

組合契約に基づく利益の分配としてされた支払行為が、客観的評価においては、営業者に

おける損益計算等に誤りがあるため当事者間で成立した契約上の権利義務と一致しないも

のであったとしても、営業者が匿名組合員に対して出資の払戻しではなく利益の分配とし

て金銭を交付し、匿名組合員においても利益の分配として当該金銭を受領したものと取り

扱われているのであれば、後に上記の損益計算等の誤りの存在が確認され、匿名組合契約

の当事者間において当該支払行為は利益の分配ではなく出資の払戻しとして取り扱うべき

である旨の性質決定が改めて行われ、それに沿った清算処理等が行われるなどして、課税

要件事実の不充足が明らかになったなどの特段の事情がない限り、当該匿名組合契約に基

づく「利益の分配」という課税要件事実の充足があったものとして課税することができる

と解することが相当である。 

（２）認定事実 

 上記第２の３の前提事実、当事者間に争いのない事実、文中記載の証拠及び弁論の全趣旨

によれば、以下の事実が認められる。 

ア 本件各支払と源泉所得税の納付等 

（ア）破産会社は、平成２２年３月頃以降、本件匿名組合員約５０名との間で、本件匿名組

合契約を順次締結し、本件匿名組合員は、それぞれ出資した（乙１、１２の１、１２の

２、１６）。 

（イ）破産会社は、平成２２年４月以降、本件匿名組合員に対し、別表１及び２の「支払金

額」欄記載の額（本件匿名組合員の各出資口数につき、出資１口（１００万円）当たり

５万円（出資金の５％相当額）とした合計額）のとおり本件各支払を行った（前提事実

（２）ウ、甲２、乙１７）。 

（ウ）破産会社は、本件各支払の際、本件匿名組合員に対し、下記①及び②のようなメール

を送信するとともに、下記③のような記載がされている利益分配の支払調書を発行して

いた（乙６、８の１、８の２、１４）。 

①（件名）【Ａ】Ｂ配当分配のお知らせ 

 Ｂ配当分配の報告及び振込日をご報告致します。 

 ２０１１年１２月分（２０１１年１２月１２日～２０１２年１月１３日 

 基準日：２０１１年１２月１２日（月） 

 支払年月日：２０１２年１月２５日（水） 

 出資１口当たりの分配金額：４万円（税引き後） 

②（件名）【Ａ】分配金振込実行のお知らせ 

 【Ｂ】２０１１年１２月分（２０１１年１２月１２日～２０１２年１月１３日） 

 分配金を指定口座に振り込み実行致しましたので、ご確認頂きます様宜しくお願い

致します。 

 振込人名：Ａ 

 振込金額：マイページから『支払調書』をご確認下さい。 

③（書面の題名）２０１０年０３月分 分配金及び出資金通知書・利益分配の支払調書 

 出資 １口 

 配当総額 ５万円、源泉徴収額 １万円 
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 支払い額 ４万円、出資１口当たりの分配金額 ４万円 

（エ）破産会社は、平成２２年２月●日から平成２３年１月３１日までの事業年度及び同年

２月１日から平成２４年１月３１日までの事業年度の決算報告書において、損益計算書

上、投資収益が上がっている旨の記載をしていた（甲２４、２５、乙１２の１、２）。 

（オ）本件匿名組合員の中には、受領した本件各支払に係る金員の合計額が、出資した金額

を上回る者が５名存在した。また、本件匿名組合員の中には、本件匿名契約を解除した

者が７名いるところ、それらの者に対しては、本件各支払に係る金員を差し引くことな

く出資金が返還された。（乙１６、１７、弁論の全趣旨［被告準備書面（２）別表５及び

６］） 

（カ）破産会社は、本件各支払に関し、別表１の「納付すべき税額」欄記載の金額（合計１

億１２４１万円）を納付した（前提事実（２）エ）。他方、本件各支払を受けた本件匿名

組合員は、確定申告において、本件各支払の額を所得の金額に含め、その源泉所得税額

を控除して納付税額を算出していた（乙９、１０、弁論の全趣旨）。 

イ 破産会社の事業の破綻等 

（ア）破産会社は、平成２４年４月以降、本件匿名組合員に対する現金の分配をしなかった

（別表１及び２）。 

（イ）破産会社は、関東財務局長から、平成２４年７月２７日付けで、金融商品取引法６３

条７項に基づく報告を求められたところ（乙１９の１）、破産会社が同年８月１９日付け

で提出した資料（乙１９の２）では、平成２３年１月ないし３月頃までは元本毀損が生

じていない損益状況であったとされていた。 

（ウ）破産会社の代表社員である乙は、本件匿名組合員に対し、本件匿名組合に関する平成

２４年８月２８日付け「Ｂ匿名組合の終了に関するご報告」（乙１１）と題する書面を送

付した。この書面には、本件匿名組合は、開始当初は順調に運用が進んでおり、分配金

の支払が可能であったが、平成２３年１月から同年２月にかけて、 初の元本毀損が起

こり、さらに同年３月の東日本大震災の影響により、大きく元本毀損が起こり、その後

の運用によりさらに損失を拡大させた旨などが記載されていた。 

 また、破産会社の代表社員である乙は、本件匿名組合員に対し、本件匿名組合に関す

る平成２４年８月２８日付け「源泉税納付に関して」（乙１５）と題する書面を送付した。

この書面には、平成２３年２月２５日以降は分配金を支払うことができる状態にはなか

ったことが判明したため、同日以降に破産会社から支払った金員は、実質的に出資金の

返還であると考えられる旨などが記載されていた。（乙１５） 

（エ）破産会社及び乙は、平成２４年１２月●日、当庁において破産手続開始決定を受け、

原告が破産会社及び乙の破産管財人に選任された（前提事実（２）カ）。 

（オ）本件匿名組合員は、破産会社の破産手続において、出資金全額の返還請求権を破産債

権として届け出た（乙２０、弁論の全趣旨）。 

（カ）原告は、破産会社の取引記録を調査し、匿名組合契約書に基づく損益計算方法によれ

ば営業者は利益分配は行うことができないにもかかわらず、存在しない利益分配につき

出資の返還と認識しながら金銭の分配を行い、出資の返還であることの発覚を遅らせる

ために源泉所得税を徴収することにより利益分配と仮装していたにすぎないと判断し

（乙１３）、平成２５年８月７日、渋谷税務署長に対し、破産会社が納付した源泉所得税



21 

額の還付を請求したところ、同月２６日、その請求額全額（１億１２４１万円）につき

還付を受けた（乙５、弁論の全趣旨）。 

 なお、上記の請求において、原告は、別表３と同旨のもの及びその根拠資料一式を提

出しており、破産会社においては、本件匿名組合員から出資を受けた金員を、①Ｆ証券

におけるＦＸ取引（破産会社名義）、②Ｆ証券におけるＦＸ取引（乙名義）、③Ｆ証券に

おける先物取引（乙名義）、④Ｇ証券における日経２２５先物取引（乙名義）、⑤Ｈ証券

における日経２２５先物取引及び日経２２５オプション取引（乙名義）の５口座におい

て運用していたものと認め、その投資運用状況を分析し、破産会社においては第１回計

算期間から投資による損失が継続して出ており、累積した損失が出資金の額まで回復し

たことは一度もなかったと判断していた。（乙１・４丁（５）、弁論の全趣旨） 

（キ）その後、東京国税局は、上記の還付には理由がなかったと判断し、渋谷税務署長は、

破産会社に対し、平成２６年１０月１日付けで、本件各処分をした（前提事実（２）ク）。 

（３）検討 

ア 上記認定事実によれば、①破産会社は、本件各支払に際し、本件匿名組合員に対し、「配

当分配のお知らせ」などの題名のメールを送信し、また、「利益分配の支払調書」を交付し

ていたが、これらの文書の内容は、本件各支払が出資金１口（１００万円）当たり５万円

の利益を分配するものであって、そこから分配額の２０％（１万円）を源泉所得税として

差し引いた後の４万円を支払うものであることを前提とする記載となっており、これらの

文書の記載からは、本件各支払の一部又は全部が出資の払戻しであることを読み取ること

はできないこと、②破産会社は、本件各支払を利益の分配に係るものとして取り扱い、本

件各支払に係る金額を基準として源泉所得税額を算定して納付していたこと、③他方、本

件匿名組合員は、確定申告に際し、本件各支払に係る金額を所得の金額に含め、その源泉

所得税額を控除して納付税額を算出していたこと、④本件匿名組合員の中には、本件各支

払により受けた金員の総額が出資した金額を超えている者がおり、また、契約を解除した

際、本件各支払に係る金員を差し引くことなく出資金の返還を受けた者がいること、⑤本

件匿名組合員は、破産会社の破産手続において、出資金全額の返還請求権を破産債権とし

て届け出たことが認められる。 

 他方、上記認定事実及び証拠（甲１３の１～１９の４の２、２６～３０、乙１３、１４）

によれば、破産会社は、本件匿名組合員から出資を受けた金員を実際に投資し運用してお

り、その損益の状況は概ね別表３のとおりであることがうかがわれる（ただし、乙個人名

義の取引口座における損益全てが本件匿名組合に帰属するものといえるか否かは必ずしも

明らかではないことは原告も認めている。）ところ、その営業を全体としてみると、平成２

２年５月の計算期間（営業開始後２回目の計算期間）に多額の損失が生じた後、利益を生

じた計算期間もあったが、それをもって損失累計額を解消するという事態は生じなかった

ことがうかがわれ、それにもかかわらず、破産会社は、上記①及び②のような取扱いを行

い、また、各事業年度の営業に関する損益計算において利益が生じた旨の粉飾決算をして

いたことが認められる。 

 もっとも、上記認定事実によれば、破産会社における上記の損益の状況と粉飾決算が判

明したのは、原告が破産管財人に選任されて調査を行ったことを契機とするものであると

ころ、本件証拠によっても、現時点に至るまで、本件匿名組合契約の当事者間において、
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本件各支払行為は利益の分配ではなく出資の払戻しとして取り扱うべきである旨の性質決

定が改めて行われ、それに沿った清算処理等（上記④の点をも踏まえたもの）が行われた

との事情はうかがわれない。 

 これらの事実を総合勘案するに、本件匿名組合契約に基づく本件各支払は、営業者が匿

名組合員に対して出資の払戻しではなく利益の分配として金銭を交付し、匿名組合員にお

いても利益の分配として当該金銭を受領したものと取り扱われていたことが明らかである

から、仮に、本件各支払の全てが営業者による粉飾された損益計算に基づくものであり、

客観的評価においては、本件匿名組合契約上、匿名組合員に対して利益の分配として行う

ことはできないものであったとしても、現時点に至るまで、本件匿名組合契約の当事者間

において本件各支払行為は利益の分配ではなく出資の払戻しとして取り扱うべきである旨

の性質決定が改めて行われ、それに沿った清算処理等が行われるなどして、課税要件事実

の不充足が明らかになったとの事情があるとまではいえない以上、本件各支払は、「匿名組

合契約に基づく利益の分配」という課税要件事実を充足するものというべきである。 

イ 原告の主張について 

 原告は、①実質課税の原則によれば、本件各支払の性質は実質的に判断されるべきであ

るところ、本件各支払の実態は出資の払戻しであると解すべきであること（原告の主張（１）

ウ）、②匿名組合の利益（財産の増加）は、公正な会計慣行に従って客観的に判断されるべ

きものであること（同（２）イ（ア））、③株式会社における蛸配当とは異なり、本件匿名

組合契約において、本件匿名組合員は本件各金員につき不当利得返還義務を負わず、経済

的利益（果実）を取得していないこと（同（２）イ（イ）、オ（イ））、④仮に本件各支払を

「匿名組合契約に基づく利益の分配」に該当するものと解する場合には、被告国は、破産

会社の仮装経理により、本件匿名組合員の出資の払戻し額の減少という犠牲のもとに利得

をすることとなり、不当な結論を生じること（同（１）エ）を主張する。 

（ア）上記①ないし③の点について 

 所得税法１２条は、実質所得者課税の原則を定め、同条は税法上の原則である実質主

義の一側面を宣明したものと解されるところ、実質課税の原則とは、課税要件事実の認

定の場面において、その認定に必要な事実関係や法律関係の外観や形式よりも実体や実

質（経済的実質）に着目して判断すべきであるとの考え方である。ただし、このことは、

真実に存在する法律関係に即して要件事実の認定がされるべきことを意味するに止まり、

そこから離れて、その経済的成果なり目的に即して課税要件事実の存否を判断すること

を許容するものではないと解される（甲７）。 

 他方、上記の考え方に関連したものとして、税法の見地からは、取引行為が法律的に

見て適法であることは必要ではなく、取引行為が当事者間に一応有効なものとして成立

し、現実に所得を生じ、それが担税力の表現として課税標準として捉えるのに適するも

のであれば、課税要件事実を満たすとの考え方も存在しており（この考え方に基礎を置

くと考えられるものとして、 高裁昭和３５年判決や、上記（１）に挙げた 高裁判決

のほか、利息制限法による制限利率を超過する利息・損害金が現実に支払われた場合の

所得について判示した 高裁昭和●●年（○○）第●●号同４６年１１月９日第三小法

廷判決・民集２５巻８号１１２０頁参照）、上記のような場面においては、差し当たり、

当事者間で一応有効なものとして成立した取引行為の外観をもって課税要件事実の存在
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を認定できるのであれば課税することができるとされる点で、外観や形式が重視される

一方、外観上は実現されたようにみえる経済的成果について、経済的な実質から見て真

にそれを収受した者における所得とすべきものかどうか（また、その所得の種別をどの

ように判定すべきか）の吟味を経なければ課税できないものではないものと考えられる。

このように、実質課税の原則は、課税要件事実の認定に当たり、常に私法上の契約等に

基づいて行われる取引行為の外観よりも経済的実質を優先すべきことを要請するものと

まではいえない。そして、本件においては、上記アで判示したとおり、本件匿名組合契

約に基づく本件各支払は、営業者が匿名組合員に対して出資の払戻しではなく利益の分

配として金銭を交付し、匿名組合員においても利益の分配として当該金銭を受領したも

のと取り扱われていたことが明らかであり、これを担税力の表現として課税標準として

捉えることができる一応の外観を有しているのであって、その状況の下において、これ

を実質課税の原則の観点から修正し、課税要件事実の認定に際し、本件匿名組合契約の

内容と公正な会計慣行に従って客観的に判断された利益の有無を吟味した上で課税の当

否を決定しなければならないとまではいえない。したがって、原告の上記①及び②の主

張は採用することができない。 

 また、上記アで判示したとおり、現時点に至るまで、本件匿名組合契約の当事者間に

おいて本件各支払行為を利益の分配ではなく出資の払戻しとして取り扱うべきである旨

の性質決定が改めて行われ、それに沿った清算処理等が行われたなどの事情はうかがわ

れず、本件匿名組合員は、依然として利益の分配としての経済的成果を得ているという

外観を維持しているという状況にある。したがって、原告の上記③の主張も採用するこ

とができない。なお、本件匿名組合契約１１条１項は、現金の分配として、利益又は出

資金の一部返還ができることを定めているが、同項によっても、分配される金額の上限

は、「当該計算期間の分配損益に相当する金額」である（この金額は、同契約１０条２項

及び４項に従って計算されるものと解される。）から、それがマイナスとなっている場合

には、利益としてであろうと、出資金の一部返還としてであろうと、現金の分配を行う

ことはできない。そうすると、原告が主張するように 初の計算期間から損失が生じ、

累積損失が解消されることはなかったとしても、本件匿名組合員は、同項との関係にお

いて、本来は支払を受けることができなかった現金を取得していることとなる（同項の

適用上、本件各支払が出資の一部返還であったとみることはできない。）のであるから、

この観点からみても、経済的な利益を収受していないとはいえない。 

（イ）上記④の点について 

 上記認定事実によれば、本件匿名組合員が、利益の分配としての経済的成果を得てい

るという外観を呈していることの直接の原因となったのは、破産会社が粉飾決算をした

ことによるものであり、本件匿名組合員の多くは、破産会社が粉飾決算をしなければ負

担することはなかったはずの所得税の負担をしている可能性があるが、他方において、

現時点に至るまで、本件匿名組合契約の当事者間において本件各支払行為は利益の分配

ではなく出資の払戻しとして取り扱うべきである旨の性質決定が改めて行われ、それに

沿った清算処理等が行われるなどして、課税要件事実の不充足が明らかになったという

こともできない。そうすると、現時点において、本件各支払が「匿名組合契約に基づく

分配」に該当するものとされることは、必ずしも不当なものとはいえない。原告の上記
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④の主張は採用することができない。 

２ 本件各処分の適法性及び納税義務 

 以上によれば、本件各支払は「匿名組合契約に基づく利益の分配」（所得税法２１０条等）に

該当し、破産会社は、匿名組合員に対して本件各支払をするに当たり、別表１及び２の「支払

金額」欄記載の金額に１００分の２０の税率を乗じて計算した所得税額を徴収し、「法定納期

限」欄記載の日までにこれを国に納付する義務がある。したがって、破産会社は、別表１及び

２の「納付すべき税額」欄記載の金額を納付する義務があり、これと同額の納税の告知をした

本件告知処分１及び２は適法である。 

 また、本件告知処分２については、破産会社は、別表２の「法定納期限」欄記載の日までに、

同処分に係る金額を納付していない。したがって、破産会社は、不納付加算税として、同表の

「不納付加算税の額」欄記載の金額を納付すべき義務を負うので、これと同額の不納付加算税

の賦課決定をした本件賦課決定処分は適法である。 

３ 結論 

 よって、原告の本件各請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、訴訟費用

の負担については行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第３８部 

裁判長裁判官 谷口 豊 

   裁判官 馬場 潤 

   裁判官 徳井 真 
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（別紙） 

匿名組合契約書 

 

 合同会社Ａ（以下「営業者」という）及び本匿名組合員は、営業者が営む一定の事業に関し、以

下のとおり、本匿名組合契約（以下「本契約」という）を締結する。 

 

第１条（目的） 

１ 本契約の定めるところに従い、本匿名組合員は、営業者の営む本事業（第７条に定義される）

のために営業者に対する出資を行うものとし、営業者は本事業から生ずる利益及び損失を本契

約の各条項に従って、本匿名組合員に分配するものとする。 

２ 営業者及び本匿名組合員は、本契約が商法（明治３２年法律第４８号；その後の改正を含む）

に規定される匿名組合契約であることを確認する。 

３ 本契約に基づく営業者と本匿名組合員の間の関係は、匿名組合を構成するものにすぎず、い

かなる目的のためにも他のいかなる関係をも創設するものではない。両当事者間で別途明確に

合意された場合を除き、営業者は、本契約の出資金を用いて本事業以外のいかなる事業にも従

事しないものとする。 

 

第２条（営業者） 

 本匿名組合の営業者は以下のものとする。 

営業者：合同会社Ａ 

住 所：東京都港区 

 

第３条（定義） 

 本契約における用語は、下記に定める意味を有するものとする。 

（１）「本契約締結日」とは、本契約書に記載される、契約締結の日をいう。 

（２）「本事業開始日」とは、平成２２年３月２３日をいう。 

（３）「本契約」とは、本匿名組合契約書により締結される契約のことをいう。 

（４）「本匿名組合」とは、本契約に基づき創設された匿名組合をいう。 

（５）「本事業」とは、営業者の行う事業であって第７条に定める意味を有するものとする。 

（６）「本財産」とは、本事業の遂行のために営業者が取得、保有するすべての財産（出資金及び

投資対象を含む）を総称していう。 

（７）「出資金」とは、第６条第１項及び同条４項に従い、本契約に基づき出資される金銭をいう。 

（８）「営業者口座」とは、営業者が開設した以下の口座をいう。 

 Ｉ銀行 青山支店   預金種別：普通口座  口座番号：●●●●   

 口座名義：合同会社Ａ（ゴウドウガイシャ Ａ） 

（９）「出資金払込日」とは、営業者口座に出資金を払い込むべき日であり、初回は平成２２年３

月１９日までとし、それ以降は毎月第２水曜日とする。 

（10）「事業年度」とは、毎年２月１日から翌年１月３１日までとし、事業年度の末日を決算日と

いう。なお、初年度は３月２３日を期首として、契約が終了した場合には、終了した日を決

算日とする。 
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（11）「計算期間」とは、本匿名組合員に帰属する損益及び本匿名組合員に対する現金の分配額を

計算するための期間をいい、毎月第３月曜日から翌月第２金曜日プラス２日間とする。 

（12）「本匿名組合員」とは、営業者と本契約を締結したものをいう。 

（13）「他の匿名組合員」とは、他の匿名組合契約（以下に定義される）の匿名組合員をいい、本

匿名組合員と併せて「匿名組合員」と総称する。 

（14）「他の匿名組合契約」とは、本契約と実質的に同一の内容と様式により（但し、出資金の一

口当たりの金額及びそれに基づき計算される出資割合は除く）、第２条の営業者を営業者とし

て、他の匿名組合員を匿名組合員として締結される匿名組合契約をいい、本契約と併せて「匿

名組合契約」と総称する。 

（15）「出資口数」とは、本匿名組合員が出資した口数の合計をいう。 

（16）「総出資口数」とは、本匿名組合員及び他の匿名組合員が出資した口数の総合計をいう。 

（17）「出資割合」とは、出資口数を総出資口数で除した割合をいう。 

（18）「月数割合」とは、本匿名組合員が、決算日において、各事業年度で出資していた月数を１

２で除した割合をいう。 

（19）「調整後出資割合」とは、決算日において、本匿名組合員の出資口数に月数割合をかけた割

合をいう。ただし、３１日に満たない日数は切り捨てて月数を計算し、各事業年度の途中で

解約した口数は無視する。 

（20）「当初出資金額」とは、出資１口の金額（1,000,000円）に当初出資する口数をかけた金額

をいう。 

（21）「出資金合算金額」とは、本匿名組合員及び他の匿名組合員が出資した出資金額の総合計を

いう。 

（22）「匿名組合運用金」とは、計算期間開始日において、出資金合算金額から第８条に定める管

理報酬を控除した金額をいう。 

（23）「成功報酬控除前損益」とは、第１０条第２項に定める収入の合計から第１０条第２項に定

める費用（成功報酬を除く）の合計を控除した金額をいう。 

 

第４条（表明及び保証） 

１ 営業者は、本匿名組合員に対し、本契約締結日において下記の各号が真実かつ正確であるこ

とを表明し保証する。 

（１）営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人あり、自己の財産を所有

し、現在従事している事業を遂行し、かつ、本契約を締結し、本契約上の義務を履行するた

めに必要な完全な権能及び権利を有していること。 

（２）営業者による本契約の締結、本契約に規定する各義務の履行及び本契約において企図され

る取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者はかかる本契約の締結

及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とさ

れる一切の手続を履践していること。 

（３）本契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その

条項に従い執行可能なものであること。 

（４）営業者による本契約の締結、本契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図される

取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その
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他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、ガ

イドライン、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事

者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における

契約又は合意等に違反、又は、抵触するものでないこと。 

（５）営業者の財務、経営の状況又は営業者による本契約の締結、本契約に規定する各義務の履

行若しくは本契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、

仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。 

（６）営業者は、現在債務超過、支払不能又は支払停止の状態ではなく、破産手続開始、民事再

生手続開始その他営業者について適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申

立の原因は存在しないこと。 

２ 本匿名組合員は、営業者に対し、本契約締結日及び申込期日において下記の各号が真実かつ

正確であることを表明し保証する。 

（１）本匿名組合員は自然人、又は日本法に基づき適法に設立され有効に存続する法人であり、

自己の財産を所有し、現在従事している事業を遂行し、かつ本契約を締結し、本契約上の義

務を履行するために必要な完全な権能及び権利を有していること。 

（２）本匿名組合員による本契約の締結、本契約に規定する各義務の履行及び本契約において企

図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は

かかる本契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び本匿名組合員の

内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。 

（３）本契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、

その条項に従い執行可能なものであること。 

（４）本匿名組合員による本契約の締結、本契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図

される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機

関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通

達、ガイドライン、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿

名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影

響を与える第三者との間における契約又は合意等に違反し、又は、抵触するものでないこと。 

（５）本匿名組合員の財務、経営の状況又は本匿名組合員による本契約の締結、本契約に規定す

る各義務の履行若しくは本契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすような

いかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。 

（６）本匿名組合員は、現在債務超過、支払不能又は支払不能の状態ではなく、破産手続開始、

民事再生手続開始その他本匿名組合員について適用ある倒産手続開始の申立は行われておら

ず、かかる申立の原因は存在しないこと。また、本匿名組合員は、第６条第１項に従った出

資により、債務超過、支払不能又は支払不能の状態に陥らず、破産手続開始、民事再生手続

開始その他本匿名組合員について適用ある倒産手続開始原因が発生しない。 

３ 営業者及び本匿名組合員は、前項において、それぞれ自らが表明及び保証を行った事項に誤

り又は不正確な事項があることに起因して、相手方に損害、損失又は費用を負担させた場合に

は、かかる損害、損失又は費用を補償するものとする。 

 

第５条（契約期間） 
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 本契約の有効期間は、本契約締結日から平成２５年１月末日までとする。但し、営業者が匿

名組合員に事前に通知した場合には、本契約の有効期間を 長６ヶ月間延長することができる。

通知の方法は、原則として電子メールを使用する。 

 

第６条（出資） 

１ 本匿名組合員は、本契約に基づき、本出資金として１口（1,000,000円）当たりの金額に出資

申込書に記載の口数を乗じた金額及び、下記に定める申し込み手数料の合計額を出資金払込日

までに営業者口座に振込により払い込むものとする。出資金の支払義務は、（１）第４条第１項

及び２項に定める表明及び保証が真実であること、及び（２）本件関連契約が有効に締結され

ることを支払義務の停止条件として、生ずるものとする。振込手数料は１回毎に発生し、本匿

名組合員の負担とする。 

 申し込み手数料の額 

（１）１口～９口出資の場合、１口当たり10,500円 

（２）１０口以上出資の場合、105,000円 

２ 出資金合算金額に対して出資割合を掛け合わせた金額と出資金額が相違する場合があるが、

本匿名組合員は当該事項について異議を申し立てない。なお、本契約に基づく出資は、すべて

日本円で行われるものとし、また、本匿名組合員に対する分配もすべて日本円で行われるもの

とする。 

３ 本匿名組合員は、本条第１項に規定する出資金の払込を遅延した場合、出資金払込日の翌日

から支払完了の日まで、出資金に対する年６．０％（年３６５日の日割り計算）の遅延損害金

を支払うものとする。 

４ 本匿名組合員は、本事業に関し追加出資をすることができる。追加出資をする場合も、出資

金は１口1,000,000円とし、１口当たりの金額に追加出資申込書に記載の口数を乗じた金額及び、

第１項に定める申込み手数料の合計金額を当該出資を行う月の第２水曜日までに払い込むもの

とする。追加出資金については、当該月の第３月曜日から始まる計算期間開始日に運用が開始

されるものとし、また、追加出資金について利息は付されないものとする。 

５ 営業者は、出資金を本契約に定める銀行口座に営業者の固有の財産と分別して管理するもの

とし、第７条に定める本事業のためにのみ使用するものとする。なお、同種の組合を別に組成

する場合には別に銀行口座を開設し、明確に区分して管理するものとする。 

 

第７条（本事業） 

１ 本契約に従い、営業者は下記事業（以下「本事業」という。）を行うものとする。 

（１）次に掲げる取引による自己運用 

・日経平均先物取引 

・日経平均先物オプション取引 

・外国為替証拠金取引 

（２）その他の上記各号に関連又は付随する一切の取引（上記各号に記載された以外の本件関連

契約の締結並びに当該契約に基づく権利の行使及び義務の履行を含む。） 

２ 本事業の遂行については、営業者の裁量によるものとし、本契約に別途明確に定める場合を

除き、本匿名組合員の同意を要しない。 
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３ 本契約に基づく本匿名組合員の権利等は営業者に帰属するものであり、別途定めがある場合

を除き、第１２条に基づき本契約が終了しない限り、本匿名組合員に返還又は分配されないも

のとする。 

 

第８条（管理報酬） 

１ 営業者は、本組合の管理手数料として、各計算期間における出資金合算金額の１．５％相当

額を各計算期間開始日において受領するものとする。なお、第５条の定めに従い本契約の有効

期間が延長された場合も同様とする。 

 

第９条（成功報酬） 

１ 営業者は、各計算期間末日において、成功報酬控除前損益が、プラスである場合には、成功

報酬として成功報酬控除前損益の３５％を徴収するものとする。ただし、計算期間末日におい

て累計損失額がある場合には、成功報酬は発生しないものとする。なお、第５条の定めに従い

本契約の有効期間が延長された場合も同様とする。 

 

第１０条（損益の分配） 

１ 営業者は、本事業により各事業年度中に生じた利益及び損失（本条第２項に定義される）を、

本条の定めに従い計算する。尚、本匿名組合員に対する利益及び損失の分配については、出資

割合に応じるものとする。ただし、本条第５項の場合は除く。また、本事業による現金の分配

については、第１１条の定めに従うものとする。 

２ 「利益及び損失」とは、一般に公正妥当と認められる会計基準に従い（一般に公正妥当と認

められる会計基準が税法に定める会計処理の方法と相違する場合においては、税法に定める会

計処理の方法に従うものとする。以下同様とする。）決定された本事業の遂行から生じた利益及

び損失を意味し、主として営業者に生じた以下のものから構成される（但し、これらに限られ

ない）。 

（１）収入の合計 

（ⅰ）日経平均先物取引及び日経平均先物オプション取引並びに外国為替証拠金取引における

差益（含み損益を含む） 

（ⅱ）銀行利息 

（ⅲ）営業者に帰属するその他の収入 

（２）費用の合計 

（ⅰ）日経平均先物取引及び日経平均先物オプション取引並びに外国為替証拠金取引における

差損（含み損益を含む） 

（ⅱ）第８条に定める管理報酬 

（ⅲ）銀行手数料 

（ⅳ）本匿名組合の決算料 

（ⅴ）証券会社、提携運用会社、提携コンサルティング会社に支払う手数料 

（ⅵ）第９条に定める成功報酬 

（ⅶ）その他の本件関連契約に基づき営業者が負担すべき費用等の支払い 

３ 本匿名組合員は、営業者からの利益及び損失の分配（以下「分配損益」という。）の結果、本
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匿名組合員に分配された損失累計額が本匿名組合員出資金の額を超過する場合においても、本

匿名組合員は出資金の範囲内でのみこれを負担するものとする。 

４ 営業者は各計算期間において利益が生じた場合において、前項に定める損失累計額がある場

合には、まず損失累計額がゼロに達するまで当該利益を充当し、その後、超過する利益を営業

者の裁量において本匿名組合員に分配するものとする。ただし、各計算期間における匿名組合

員に対する分配の上限を、出資金の５．０％までとする。なお、第５条の定めに従い本契約の

有効期間が延長された場合も同様とする。 

５ 各計算期間において、損失累計額を超過した利益が５．０％以上あり、それが営業者に留保

され、かつその後の損失累計額に填補されず、決算日までに、匿名組合員に分配されていない

場合には、決算日における調整出資割合に応じて分配するものとする。 

６ 本契約により企図される取引に関し、各当事者に課される租税のすべて（本匿名組合員に対

して行われる利益の分配に課される税金を含む）につき、自らこれを負担するものとする。 

７ 計算期間の中途に第２０条に定める匿名組合員の地位の譲渡が行われた場合には、営業者は

その計算期間末日において匿名組合員の地位を有する者に対して、損益分配及び第１１条に定

める現金の分配を行うものとする。 

８ 上記の分配について、１円未満の端数は切り捨てるものとする。 

 

第１１条（資金管理及び現金の分配） 

１ 営業者は各計算期間において、当該計算期間末日から９０日以内に、一般に公正妥当と認め

られる企業会計原則に従って計算された当該計算期間の分配損益に相当する金額と営業者口座

の残高のいずれか低い方の金額から、本匿名組合員に対して利益又は出資金の一部返還として、

営業者がその裁量で必要であると判断した金額及び上位債務の支払への充当等に備えて算定し

た金額を留保した残額（以下「分配可能額」という）を現金で支払うものとする。但し、現金

の分配にかかる振込手数料は、本匿名組合員の負担とする。 

２ 本匿名組合員は本契約に明文の定めがある場合を除き、事由の如何を問わず、本組合の解散

前に本財産の分配を請求することはできない。 

３ 本匿名組合員は、分配損益の計算の基準が税法会計基準に基づくものであることを、それぞ

れ営業者から十分に説明を受け、了承している。 

４ 営業者は本匿名組合員に対する分配額の２０％を源泉徴収するものとする。 

 

第１２条（本契約の終了） 

１ 営業者は、第５条に定める契約期間内において、自己の判断により本契約を終了することが

できる。このとき、匿名組合員の意思に基づき、１口単位で本契約を解除することもできるも

のとする。この場合、営業者は本匿名組合員に、事前に通知を行わなければならない。通知方

法は、原則として電子メールを使用する。 

２ 本組合員は、本契約を解除することができない。ただし、やむを得ない事由が存在し、かつ、

営業者が事前に書面又は電子メールで認めた場合には、各計算期間末日をもって１口単位で解

除できるものとする。その場合には、営業者に対し解約手数料として、その配当も含めた払戻

金額の１５．０％に相当する額（消費税及び地方消費税を含む）を支払わなければならない。 

３ 本契約は前２項に関わらず、以下の事由が発生した場合には、当然に終了する。商法に規定
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があったとしても、本条項を優先することを確認する。 

（１）第５条に定める契約期間が終了したとき。 

（２）営業者に対し、破産手続又は民事再生手続若しくはその他営業者について適用ある倒産手

続の開始決定がなされた場合。 

（３）本匿名組合員に対し、破産手続、会社更生手続、民事再生手続、特別清算手続若しくはそ

の他本匿名組合員について適用ある倒産手続の開始決定がなされた場合（但し、再生型倒産

手続の場合には、管財人らが本契約を解除した場合に限る）。 

（４）本匿名組合員が法令に違反し、相手方当事者が本契約の維持に重大な悪影響があると判断

した場合で他方に対し本契約を解除する旨を書面で通知した場合。 

（５）本匿名組合員について、以下の各号の事由が発生した場合（当該各号の事由が発生した当

事者を、以下「違反当事者」という）で相手方当事者がその裁量に従い、これにより本契約

を解除する旨を書面で違反当事者に対し通知した場合。 

ａ．本契約に基づく金銭の支払義務の履行を遅滞した場合。 

ｂ．本契約に規定したその他の約束又は合意の重大な不履行又は履行不能、又はこれらに

準ずるやむを得ない事由がある場合。但し、その治癒が可能である場合には、かかる懈

怠又は違反の治癒を求める書面による通知が相手方当事者から違反当事者に対して行わ

れた後３０日間かかる懈怠又は違反が継続した場合。 

４ 本契約の終了により、営業者又は本匿名組合員は、かかる終了の時に既に発生していた責任

又はかかる終了の時までに存した当該当事者の作為若しくは不作為に関して事後発生する可能

性のある責任を免れるものではなく、また、かかる本契約の終了は、当該終了の後も本契約の

規定に従いその効力を保持する旨、明示又は黙示に意図された当事者の権利義務について、そ

の影響を及ぼすものではない。 

 

第１３条（本契約終了時の出資金の処理） 

１ 本契約が終了した場合、営業者は、その終了の日において残存する時価で評価された出資金

を本匿名組合員に現金で払い戻すものとする。時価による評価方法が複数ある場合、営業者が

合理的であると判断する方法を選択することができる。なお、本匿名組合員は時価の評価を弁

護士等の専門家に依頼することもできる。但し、この場合に専門家へ支払う委託手数料及び振

込手数料は本匿名組合員の負担とし、他の匿名組合員は負担しない。 

２ 営業者は、本契約が終了した場合における出資金の払い戻しについては、当該計算期間の末

日から９０日以内の間に行なうことができるものとし、本匿名組合員も了承するものとする。 

 

第１４条（本契約終了時の分配損益の処理） 

１ 本契約が終了した場合、営業者は、直ちに本事業の利益及び損失を計算し、本匿名組合員に

対し、本契約終了の日までの本事業で発生した分配損益のうち、まだ分配していない金額で本

匿名組合員に帰属する部分を現金で払い戻すものとする。なお振込手数料は本匿名組合員の負

担とする。 

 

第１５条（会計書類及び報告） 

１ 営業者は、本事業に関連するすべての取引について、一般に公正妥当と認められる会計基準
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に従い、適切な会計帳薄及び記録を作成し、これを保持するものとする。営業者は、各本決算

日から９０日以内に、当該事業年度における本事業の実施に関する貸借対照表及び損益計算書

を作成し、営業者の事務所に備え付けるものとする。 

２ 本匿名組合員は、営業者の通常の営業時間中に、合理的な事前通知をした上で、営業者の作

成・保持にかかる契約書類、帳簿、記録、財務諸表及び報告書類を、自らの公認会計士及び弁

護士に調査させることができる。但し、これに要する費用は、本匿名組合員の負担とする。 

３ 営業者は、本匿名組合員の合理的な要求に従い、財務上の報告及び租税申告に使用するもの

とするための計算書を作成するものとする。但し、これに要する費用は、本匿名組合員の負担

とする。 

４ 前項の計算書には、本匿名組合員が自己の会計処理を行う上で合理的な範囲内で必要とする

詳細な情報（当該事業年度にかかる本匿名組合員に対する分配損益の額、出資金の返還金額を

含む）が記載されるものとする。 

 

第１６条（本匿名組合員による調査） 

 本匿名組合員は、本事業及び本事業にかかる資産の状況につき、商法の規定に従い調査を行

うことができるものとする。但し、これに要する費用は、本匿名組合員の負担とする。 

 

第１７条（営業者の地位と責任） 

１ 営業者は本契約上の地位並びに本契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡

することができるものとする。但し、譲渡する前に本匿名組合員に書面によって通知し、その

後１ヶ月以内に異議の申立が書面によってなされなければ、譲渡は承認されたとみなされる。 

２ 営業者は、本事業を故意及び悪意によって執り行い、本匿名組合員に損害を与えた場合のみ

損害賠償の責任を負う。第１項の譲渡があった場合、営業者は譲渡する日までの責任を負う。

営業者としての地位を譲渡された第三者は、譲渡された日の翌日から本契約上の責任を負う。 

 

第１８条（免責） 

 営業者は、明示又は黙示を問わず、本契約から得られる分配損益の分配、予定利回、本事業

の成功、出資金の元本の返還又は本契約にいかなる結果をも保証するものではなく、その損失

を補填するものでもない。本匿名組合員は、この事を了解しており、自らの判断と責任におい

て本契約に基づく出資を行うものである。 

 

第１９条（通知） 

１ 本契約に基づく通知はすべて原則電子メールにて行われるものとする。出資申込書記載の電

子メールアドレス宛に行われるものとする。なお、当電子メールアドレス宛に通知をした場合

には、営業者の責任は免除される。 

 

第２０条（匿名組合員の地位の譲渡） 

１ 本匿名組合員は、本契約上の地位並びに本契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を、第

三者に対して譲渡、担保差入れその他の処分（以下「譲渡等」という。）をすることができない

ものとする。但し、営業者が事前に承諾した場合でありかつ営業者が事前に承諾した人物に対
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する譲渡はこの限りではない。（かかる場合であっても、本契約上の地位並びに本契約に基づく

権利及び義務の一部のみについて譲渡等を行うことはできない。）。 

２ 本匿名組合員のうち適格機関投資家である者については、前項に係らずいかなる場合におい

ても本契約上の地位並びに本契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を、第三者に譲渡等を

することができないものとする。 

３ 本条に基づく譲渡を希望する場合には、本匿名組合員は、速やかに譲渡を受けることを希望

する者の住所、氏名（又は法人名）、連絡先を所定のフォーマットにしたがって営業者に通知し、

承諾を受けるものとする。 

４ 本条に基づく譲渡を営業者から承諾された本匿名組合員は、譲渡を受けた者と共同して譲渡

の年月日、口数、及び譲受人の金融機関口座を書面により営業者に通知するものとする。 

５ 本条に基づく譲渡を受けた者は、かかる地位の譲渡をなした者の本契約に基づく一切の権利

義務を承継し、譲渡前において未弁済の費用、公租公課が存在する場合は、その支払義務をも

承継するものとする。 

 

第２１条（修正・変更） 

 本契約の条項は、営業者及び本匿名組合員の書面による合意によってのみ修正又は変更され

る。 

 

（第２２条以下 略） 

以上 
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（別表１） 

 

（分配金の支払） （源泉所得税） 
年 

支払年月日 匿名組合員の数 支払金額 納付すべき税額 法定納期限 

4月26日 6人 750,000 150,000 平成22年5月10日 

5月25日 7人 9,750,000 1,950,000 平成22年6月10日 

6月25日 9人 10,550,000 2,110,000 平成22年7月12日 

7月26日 12人 11,100,000 2,220,000 平成22年8月10日 

8月25日 18人 14,550,000 2,910,000 平成22年9月10日 

9月27日 19人 15,050,000 3,010,000 平成22年10月12日 

10月25日 20人 15,700,000 3,140,000 平成22年11月10日 

11月25日 24人 16,500,000 3,300,000 平成22年12月10日 

平

成

22

年 

12月27日 25人 17,300,000 3,460,000 平成23年1月11日 

1月25日 28人 17,650,000 3,530,000 平成23年2月10日 

2月25日 32人 21,950,000 4,390,000 平成23年3月10日 

3月8日 1人 500,000 100,000 

3月25日 34人 23,400,000 4,680,000 

3月31日 1人 500,000 100,000 

平成23年4月11日 

4月25日 39人 23,050,000 4,610,000 

4月30日 1人 13,750,000 2,750,000 
平成23年5月10日 

5月9日 2人 3,500,000 700,000 

5月25日 43人 32,550,000 6,510,000 
平成23年6月10日 

6月3日 1人 500,000 100,000 

6月27日 44人 33,650,000 6,730,000 
平成23年7月11日 

7月25日 44人 17,350,000 3,470,000 

7月31日 1人 17,950,000 3,590,000 
平成23年8月10日 

8月25日 44人 34,750,000 6,950,000 平成23年9月12日 

9月13日 1人 500,000 100,000 

9月26日 44人 35,600,000 7,120,000 

9月27日 1人 500,000 100,000 

平成23年10月11日 

10月25日 47人 50,300,000 10,060,000 

10月28日 1人 500,000 100,000 
平成23年11月10日 

11月25日 46人 54,000,000 10,800,000 

平

成

23

年 

11月26日 1人 500,000 100,000 
平成23年12月12日 

1月25日 41人 35,500,000 7,100,000 平成24年2月10日 

2月2日 5人 19,600,000 3,920,000 

2月8日 2人 4,250,000 850,000 

平

成

24

年 
2月9日 1人 500,000 100,000 

平成24年3月12日 

合計 554,050,000 110,810,000  

（単位：円） 
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（分配金の支払） （源泉所得税） 

支払年月日 
匿名組合員 

（外国法人） 
支払金額 納付すべき税額 法定納期限 

平成23年7月4日 1人 1,000,000 200,000 

平成23年7月5日 1人 1,000,000 200,000 
平成23年8月10日 

平成23年8月25日 1人 1,000,000 200,000 平成23年9月12日 

平成23年9月28日 1人 1,000,000 200,000 平成23年10月11日 

平成23年10月25日 1人 1,000,000 200,000 平成23年11月10日 

平成23年11月25日 1人 1,000,000 200,000 平成23年12月12日 

平成23年12月27日 1人 1,000,000 200,000 平成24年1月10日 

平成24年2月3日 1人 1,000,000 200,000 平成24年3月12日 

合計 8,000,000 1,600,000  

（単位：円） 

 

別表１の納付すべき税額の合計額    112,410,000円 

以上 
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（別表２） 

 

（単位・円） 

（分配金の支払） （源泉所得税） 

支払年月日 
匿名組合員

の数 
支払金額 

納付すべき

税額 
法定納期限 

不納付加算税

の額 

平成23年12月26日 47人 54,250,000 10,850,000 平成24年1月10日 1,085,000 

平成24年3月15日 48人 60,600,000 12,120,000 

平成24年3月31日 1人 500,000 100,000 
平成24年4月10日 1,222,000 

合計 115,350,000 23,070,000  2,307,000 

 

（単位・円） 

（分配金の支払） （源泉所得税） 

支払年月日 
匿名組合員

（外国法人）
支払金額 

納付すべき

税額 
法定納期限 

不納付加算税

の額 

平成24年3月16日 1人 1,000,000 200,000 平成24年4月10日 20,000 

 

別表２の納付すべき税額の合計 23,270,000円 

以上 
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別表３ 省略 


